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富士見市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

富士見市特別会計条例（平成１２年条例第３４号）の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定する。 
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提 案 理 由 

富士見市公共用地先行取得事業特別会計を設置するため、富士見市特別会計条例の

一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提

出します。  



 

富 士 見 市 特 別 会 計 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

富士見市特別会計条例（平成１２年条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

第１条各号列記以外の部分中「土地区画整理事業」を「事業」に改め、同条に次の

１号を加える。 

(3) 富士見市公共用地先行取得事業特別会計 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


